
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１月６日 １２時２９分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市能
の

古島
このしま

北方沖 

能古島灯台から真方位３３８°１,３００ｍ付近 

（概位 北緯３３°３８.９′ 東経１３０°１７.９′） 

事故等調査の経過  平成２６年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 HELMUTH
ヘ ル ム ス

 RAMBOW
ラ ン ボ ウ

（アンティグア・バーブーダ国

籍）、９,９５７トン 

   ９３０６２７５（ＩＭＯ番号）、Reederei Rambow GmbH ＆ 

Co.KG MS “Helmuth Rambow” 

Ｂ 押船 しんとう１号、１３１トン 

   １３０４８９、斎藤海運株式会社 

Ｃ はしけ しんえい２号、約２,６２９トン 

   なし、斎藤海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ドイツ連邦共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海）（履歴限定） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１３人（ウクライナ籍１人、フィリピン共和国

籍１１人、ドイツ連邦共和国籍１人）が乗り組み、約１６ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で能古島北方沖を南東進中、

突然、ブラックアウト（電源喪失）して操船不能に陥り、投錨したと

ころ、平成２６年１月６日１２時２９分ごろＡ船の右舷船首部とＣ船

の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、Ｃ船を押して押船列（以下

「Ｂ船押船列」という。）を構成し、能古島北北西方沖を約９.８knの

速力で東南東進した。 

船長Ｂは、Ａ船の速力がＢ船押船列の速力よりも速く、Ａ船がＢ船

押船列の船首方向を通過すると思っていたところ、能古島北方沖にお

いて、Ａ船が、突然、Ｂ船押船列の船首方向で投錨したので、Ａ船と

の衝突を避けることができないと思い、できる限り、Ｂ船押船列の被



 

害を少なくしようとし、機関を中立、続いて後進に入れ、Ｃ船の船首

方向を右回頭させるために左舵を取ったが、約１.５knの速力によ

り、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界  良好 

海象：潮汐 高潮時 

 その他の事項 

 

Ａ船のＶＤＲ記録は、次のとおりであった。 

(1) １２時２３分３６秒ごろ、Ａ船では、非常ベルが鳴り始め

た。 

(2) １２時２４分５０秒ごろ、Ａ船では、叫び声があった。 

(3) １２時２６分ごろ、Ａ船乗組員が博多ポートラジオに対し、

ブラックアウトした旨を伝えた。 

(4) １２時２７分２５秒ごろ、船長Ｂは、博多ポートラジオに対

し、Ａ船の状態を尋ね、博多ポートラジオは、Ａ船がブラック

アウトしている旨を伝えた。 

(5) １２時２８分ごろ、船長Ｂは、博多ポートラジオに対し、Ａ

船と衝突する旨を伝え、Ａ船内で叫び声があった。 

 船長Ａは、１１時５９分ごろＢ船押船列を視認していた。 

 Ｂ船は、２機２軸船であった。 

 船長Ｂは、１２時０４分～０９分ごろＡ船を視認していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  不明、Ｂ  なし 

Ａ  あり、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、能古島北方沖を南東進中、ブラックアウトしたことから、

操船が不能となり、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船がブラックアウトするに至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

Ｂ船押船列は、能古島北方沖を東南東進中、船首方向にいたＡ船が

突然、投錨したことから、Ｃ船とＡ船が衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、能古島北方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船押船列が

東南東進中、Ａ船が、ブラックアウトしたため、操船が不能となり、

Ａ船とＣ船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 

 

 

 



 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 
時  刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

(°) 

対地速力 

(kn) 

12:19:11 33-40-17.1 130-16-27.3 145 146.5 17.2 

12:21:34 33-39-45.2 130-16-57.6 141 140.6 16.4 

12:23:11 33-39-25.3 130-17-17.6 135 135.2 15.9 

12:34:48 33-38-35.7 130-18-04.9 129 103.3 0.3 

 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 


